
○　主文
控訴人らの本件各控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
○　事実
控訴人らは「１原判決を取消す。２被控訴人筑後市長が被控訴人国及び福岡県に対
し、昭和四九年度農業委員会の委員及び職員に関する経費のうち一八三三万九、四
〇〇円につき何らの請求措置をとらず財産の管理を怠つたことが違法であることを
確認する。３被控訴人国は筑後市に対し一八三三万九四〇〇円及びこれに対する昭
和五一年七月一三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。４訴訟費
用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決及び第３項についての仮
執行の宣言を求め、被控訴人らは主文と同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張は次のとおり訂正、付加するほか、原判決事実摘示のとおりであ
るからこれを引用する。
一　原判決事実摘示の訂正
１　原判決四枚目表六行目に「補助金交付申請をしないのは、」とあるのを「補助
金交付申請をなさず、また、筑後市は被控訴人国に対し請求の原因８（二）（三）
に述べる如く、不当利得返還請求権ないしは損害賠償請求権を有するのに、被控訴
人国（単に「国」とも略称する。）及び福岡県に対し、被控訴人筑後市長が何等の
請求措置をもとらないのは、」と改める。
２　同裏初行に「補助金交付申請を怠つていること」とあるのを「補助金交付申請
ないし不当利得返還請求または損害賠償請求などの請求措置をとらずに財産管理を
怠つていること」と改める。
３　同七枚目表七行目に「農業委員会等に関する法律」とあるのを「農業委員会等
に関する法律（昭和五一年法律第六五号による改正前のもの）」と改める。
二　控訴人らの主張
１　本件経費にかかる負担金の根拠規定である地方財政法（以下「地財法」とい
う。）一〇条は「農業委員会に要する経費」と表現し、これについては「国が、そ
の経費の全部又は一部を負担する。」と規定しているのみである。
すなわち、地財法一〇条からみるかぎりでは国は同条列挙の経費については一部負
担するのみでも適法である。したがつて、「農業委員会に要する経費」については
一部負担するにすぎなくともよいと解せられる。
しかしながら、地財法一一条の規定を受けて負担金の算定が明確に、一義的にでき
ることを目的として設けられた農業委員会等に関する法律（昭和五一年法律第六五
号による改正前のもの、以下「農委法」という。）二条一項は、「農業委員会に要
する経費」のうち、とくに本件経費である「農業委員会の委員及び職員に要する経
費」と「都道府県農業会議の・・・・会議員及び職員に要する経費」の二種類につ
いてのみ国は負担金を出すと定めているのである。すなわち、「農業委員会に要す
る経費」の中には大きくみてもいわゆる人件費関係経費と業務関係経費（事務費）
とあるが、そのうち、人件費関係経費のみについて負担する旨定めているのであ
る。
かかる規定の形式からすれば、農委法二条一項は、本件経費については国が実支出
額全額につき負担金を出すことを定めた規定と解釈されなければならないのは当然
である。
右のとおり国は本件経費については、地財法一〇条、農委法二条一項一号にもとづ
き実支出額全額につき負担金を支出すべき法的義務があり、確定的な債務を負担し
ていると解されるのである。
したがつて、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（以下「適正化法」
という。）にもとづく交付決定がなければ具体的な債務は発生しないとの国の主張
は、地財法一〇条、一一条、農委法二条一項の解釈を誤つたものであり、負担金の
性格を理解しない主張といわなければならない。
２　本件で問題となつている農業委員会の委員及び職員に要する経費について、控
訴人らは実支出額全額を国が負担すべきことを主張するのであるが、かりに、右解
釈が妥当でなく、原審判決のごとく、農委法二条一項の規定を行政庁の自由裁量に
より負担金を定めることを認める趣旨と解するとしても、その裁量は合理的な範囲
でなければならないことは言うまでもない。
そこで、本件経費は何割以下の場合に合理性を越えた裁量と考えるべきかを検討す
べきである。
その場合、負担割合を明確にすべき法規が欠けている以上、同位法規、上位法規を



検討して、明らかにすべきである。
本件経費について、国が負担金を出す根拠は言うまでもなく地財法一〇条である。
ところで、地財法は公共的事務を（イ）主として地方公共団体の利害に関係ある事
務（九条）、（ロ）国と地方公共団体の双方の利害に関係ある事務（一〇条、同条
の２、３）、（ハ）もつぱら国の利害に関係ある事務（一〇条の四）と、事務の性
質から三種類に分類して、国と自治体との費用負担の仕組みに差異を設けている。
右の趣旨からすれば、地財法が一〇条において列挙する各種事務は同性質（費用負
担を決定する面で）の事務とみていることは明らかである。
そこで、地財法一〇条が列挙する各項目の中で、本件と同じく、人件費について負
担金を出すこととなつているもので、かつ、明確に負担割合を定めているものをみ
ると次のとおりとなつている。
（イ）　（一号の経費）　　　教職員の給与等・・・・実支出額の二分の一
（義務教育費国庫負担法二条）
（ロ）　（三号の経費）　　　保健所職員の給与・・・・三分の一
（保健所法一〇条）
（ハ）　（四号の経費）　　　予防接種を行う医師への報酬・・・・二分の一
（予防接種法二二条）
（ニ）　（六号の二の経費）　麻薬取締員に要する費用・・・・全額
（麻薬取締法五九条の二、一項）
（ホ）（七号の二の経費）　婦人相談員に要する費用・・・・一〇分の五
（売春防止法四〇条二項、三八条一項二号）
（ヘ）（一三号の経費）　　　病害中防除所の職員、病害中防除員、発生予察事業
に従事する都道府県職員に要する経費・・・・二分の一
（植物防疫法三二条七項、三四条二項）
（ト）（一五号の経費）　　農業改良研究貝の設置費・・・・三分の二
（農業改良助長法二条二号）
（チ）（一七号の経費）　　評価人の手当及び旅費・・・・全額
雇い入れた獣医師に対する手当・・・・二分の一
（家畜伝染病予防法六〇条二号、三号）
（リ）（二〇号の経費）　　林業専門技術貝及び林業改良指導員の設置費・・・・
二分の一
（森林法一九五条）
森林法一九二条の事務に従事する職員給与・・・・二分の一
（森林法一九六条）
（ヌ）（二二号の経費）　　漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会費委員手
当・・・・全額
（漁業法一一八条）
（ル）（二七号の経費）　国土利用計画法施行令二三条二、四、五号の事務に従事
する職員・・・・二分の一
（国土利用計画法施行令二三条六号）
以上の各負担割合からみると、事業費に対する負担率と比べ、人件費に対するもの
は高率となつており、最高は全額で、最低のものでも二分の一の負担率となつてい
ることがわかる。
かかる各法規の定めからすれば、二分の一を下回る負担割合を実施することは、合
理的裁量の域を出るものと言わざるを得ない。
したがつて、本件経費についても国は少なくとも二分の一を負担すべきである。
３　仮に、右二分の一を負担すべきであるとの解釈が認められないとしても、控訴
人らは、次のとおり主張する。国は、本件経費に対する実質的負担方法として、農
林水産省（以下単に「農林省」という。）所管の負担金のほかに、
自治省所管にかかる地方交付税による補助を行なつている。
ところで、自治省の右交付税算定の方法基準は、平均的モデル（標準団体行政規
模）を設定し、その吏員の給与につき、三分の一は負担金により市町村に支出され
ているので、残りの三分の二を地方交付税によつて補助を行うとの算定方法をとつ
ている。
つまり、本件経費についての地方交付税額の算定をするうえで、自治省は、農委法
二条一項に基く負担金として、農林省において三分の一の額を支出していることを
前提としているのである。
右事実から推論すれば、本件経費のうち、農林省所管の負担金としては三分の一の



額を支出すべきものと、国は考えていることが明らかである。
よつて、かりに二分の一の負担をすべきであるとの主張が認められないとしても、
国自身が算定の基準とする三分の一については、本件経費に対する負担金を支出す
べきである。
４　前記のとおり、筑後市が本件経費に支出した全額を国が負担すべきことは確定
化した義務である。しかるに、国は実支出額の一割程度しか補助金を交付せず、筑
後市に超過負担をさせているが、超過負担をさせた原因は違法である。
すなわち
第一に、地財法一一条が、負担金を支出すべき経費の種目、負担金の算定基準、負
担割合は「法律又は政令」で定めるとして法形式を限定したうえ、農委法二条一項
を設けているにもかかわらず、国は、何らの法的根拠もない算定基準を使用して予
算措置や各都道府県への負担金の配分をしている。これが違法である。この違法性
は国の右算定基準がたとえ合理的な内容であろうと左右されない。
第二に、本件経費にかかる負担金の交付については、間接補助方式を採用し、国が
直接市町村に交付することとせず、国は県に対して交付し、県が各市町村へ交付す
る仕組みとしたうえ、国の各県への交付事務を各管轄地方農政局長に委任して各県
への交付額の決定も地方農政局長の裁量でなさしめ、さらに、各市町村への交付額
の決定は各県の裁量において算定させている。
これは、事実上、本件経費の負担割合や算定基準を各地方農政局長および各県が定
めることと同じ結果となつているのであり、明らかに地財法一一条に違反してい
る。
また、法律上全額負担すべきものを行政機関が裁量により算定できるしくみとして
いる点で地財法一〇条、農委法二条一項に違反している。
第三に、国の基準により算定した予算額どおりで足りるように、何ら法的拘束力も
有しない内示制度を利用し、内示額どおりの交付申請をするよう強制している。こ
れも違法行為であることはいうまでもない。
右のような種々の国の違法な行為の結果、筑後市に超過負担が発生したのであるか
ら、国において筑後市の受けた損害を賠償する義務のあることは当然である。
５　仮に、地財法一〇条、農委法二条一項が本件経費全額につき国に負担金を支出
すべき義務を定めたものではないと解釈した場合においても、国が本件経費にかか
る負担金の算定において予算措置をなす段階で使用している算定方式は、「算定基
準」「負担割合」を定めることを要求している地財法一一条に違反し、かつ、実態
を反映していないもので合理的裁量の範囲を超えていると言わざるをえない。この
ように国の違法な裁量行為の結果、筑後市は不当に低額な負担金しか交付を受ける
ことができなかつたのであるから、筑後市が受けた損害は、筑後市に対し国が負担
すべきであつた合理的な最低の金額と、筑後市農業委員会の実支出額全額との差額
ということができる。そして、国が負担すべき合理的な最低の金額としては次の算
定によるべきである。
（イ）　委員手当　条例にもとづく委員数二六名に手当単価として地方交付税算定
に用いられる統一単価三五〇〇円を乗じ、年一二回出席があるとして計算する。こ
の場合の国の負担割合は地方交付税が前提とする一〇割とする。この結果は一〇九
万二〇〇〇円である。
（ロ）　職員設置費　補助対象職員は実数の五名とする（全国平均をやゝ下まわる
程度）。職員単価としては地方交付税の算定基準二六一万円を用いて右五名に乗じ
る。この場合、国の負担割合はこれも地方交付税の算定基準である三分の一とす
る。この結果は四三五万円である。
右の算定は、地方交付税の算定基準を主として利用することになるが、地方交付税
も負担金と同様、地方自治体の財源として国が交付する金員である以上、地方交付
税の基準よりも低い基準を用いることは統一を欠き不合理であるという意味で右の
算定は一応の合理性があるといえる。
よつて、筑後市の損害は右合計額五四四万二〇〇〇円から現実の負担金交付額を引
いた二六〇万六〇〇〇円ということができる。
三　被控訴人国の主張
１　控訴人らは、地方財政法一〇条各号に掲げる経費のうち人件費について法令に
定める負担割合をみると、少なくともその二分の一を国が負担するようになつてお
り、それに比べて本件経費についての国の負担の程度は小さすぎると主張するよう
である。
しかし、これは、これらの経費についての国の負担の仕組みを十分理解していない



主張である。
すなわち、そもそも、控訴人らが列記する経費の負担について法令の定める割合
は、関係規定をみれば容易に理解できるように、多くの場合、実際の支出額に対す
る割合ではなく、法令あるいは国の定める一定の基準に従つて算出された額に対す
る割合なのである。したがつて、筑後市に交付された本件経費の負担額の、筑後市
農業委員会が実際に支出した額に対する割合を、右法令で定める負担の割合と比較
して、その大小をうんぬんすることは全く意味がないことである。
しかも、本件経費についての国の負担の程度は、控訴人らが列記する経費の負担に
ついて法令の定める割合に比べて決して小さいものではないのである。地方財政法
一〇条に基づいて国が負担しなければならない経費は、地方公共団体又はその機関
が（１）「法令に基づいて実施しなければならない事務」であつて、（２）「国と
地方公共団体相互の利害に関係がある事務」に要する経費のうち、（３）「その円
滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要がある」もので
ある。（同条柱書き）。したがつて、右条項の上から国が負担しなければならない
「農業委員会に要する経費」とは法六条一項に規定するいわゆる法令事務に要する
経費に限定されることは明らかである。現行の農業委員会等に関する法律施行令一
条一項一号も、法二条一項一号にいう「農業委員会の委員及び職員に要する経費」
のうち国が負担するのは「農業委員会の委員の手当及び職員の給与費につき農林水
産大臣（以下「農林大臣」という。）が法六条一項に規定する事項に関する事務の
内容及び量等を考慮して定める基準により算定した額に相当する額」と規定するこ
とによつて、右の趣旨を明らかにしているのである。
すなわち、右政令の規定は、委員手当及び職員給与費のうち農林大臣が定める基準
により算出された法六条一項の法令事務に要する額に相当する額の一〇分の一〇を
国が負担することとしていると解することができ、現実の運用もそのようになされ
ている。したがつて、本件経費についての国の負担の程度は、控訴人らが列記する
経費の負担について法令の定める割合に比べて何らそん色ないばかりか、むしろ手
厚いということができるのである。そして、昭和四九年度に適用されていた法の規
定においては、国が「毎年度予算の範囲内において」本件経費を負担することと
し、具体的な負担の仕方について行政庁の裁量を許す形となつていたが、当時にお
いても現実の運用は、基本的には現行法におけるものと同様な扱いをしていたので
ある。
２　控訴人らは、地方交付税算定基礎の標準モデルにおいては農業委員会費のうち
吏員の給与についてはその三分の一を国が負担することとして想定されているの
で、本件経費のうち少なくとも三分の一は国が負担すべきである旨主張するが、こ
の主張は地方交付税に関する仕組みを十分理解していないものといわざるを得な
い。すなわち、前記標準モデルというのは、まず歳出として、農業委員会に要する
経費として前述した法令事務（法六条一項）と本来地方公共団体が独自の財源をも
つて処理すべき任意事務（法六条二項・三項）とを区別することなくその両者につ
いて吏員の給与費をはじめその他の経費が計上され、歳入として、国の負担に係る
金額及び国庫補助金が計上された上で、その差額が計上されているものである。こ
の差額は、地方交付税の交付額の算定過程においてその算定の基礎をなすものにす
ぎず、このような基礎に基づき算定され、交付された地方交付税は当該地方公共団
体においてどのような経費に充当されようとも自由なものである。
したがつて、前記標準モデルにおいて農業委員会の吏員の給与費の三分の一につい
ては国の負担による歳入があつたものとして想定されているとしても、このことは
本件経費に係る国の負担割合をどのように解すべきかという問題とは直接関係がな
いのである。
３　本件経費の国の負担の仕組みの概略の要点は、次のとおりである。
（一）　本件経費の国の負担については、いわゆる間接補助方式によつている。す
なわち、国はまず全国の農業委員会について負担すべき本件経費の総額を積算した
上で、各都道府県宛に補助金を交付し、更に各都道府県は国から交付された補助金
を管下の個々の市町村宛に交付する。筑後市に係る本件経費の国の負担に即してい
えば、農林大臣から補助金の交付事務について委任を受けた九州農政局長は、福岡
県を含む九州管下各県宛に補助金を交付し、更に福岡県はそれを県下の筑後市を含
む各市町村宛に交付する。
（二）　本件経費のうち国が負担すべきものは、補助金交付手続においては「委員
手当」と「職員設置費」の二種類に区分して取り扱われ、全国一律の基準に基づい
て（ただし、別紙記載のように本土と沖縄県とでは若干の差異がある。）総額が算



出され、昭和四九年度におけるその額は六二億五三二一万九〇〇〇円であつた。そ
して、農業委員会等補助金交付要綱（乙第一号証）に基づきそのうち一億六五七八
万五〇〇〇円が福岡県に交付され、更に福岡県農業委員会等補助金交付規程（乙第
二号証）に基づきそのうち二八三万六〇〇〇円が筑後市に交付されたのである。
４　本件負担金の算定過程は次のとおりである。
（一）　前記総額六二億五三二一万九〇〇〇円の算定過程は、別紙のとおりであ
る。
（二）　九州農政局長は、管下各県に対して、委員手当については、その額の五分
の一は農業委員会数を、残り五分の四は農業委員数を、職員設置費については、そ
の額の五分の一は農業委員会数を、残り五分の四は事務分量（耕地面積、農家戸
数、事務処理件数による。）を勘案して交付し、福岡県に対しては前記一億六五七
八万五〇〇〇円が交付された。
（三）　更に、福岡県は、県下各市町村（九七市町村（一〇五農業委員会））に対
して、原則として委員手当については、その額の五分の一は均等割り、残り五分の
四は農業委員数を、職員設置費については、その額の五分の一は均等割り、残り五
分の四は事務分量（耕地面積、農家戸数、事務処理件数による。）を勘案して交付
した。筑後市に対しては前記二八三万六〇〇〇円が交付されたが、これは、同市農
業委員会の委員数二六人、所轄の耕地面積二五三〇ヘクタール及び農家戸数三三〇
〇戸、事務処理件数六四二件に基づいて算定されたものである。
５　控訴人らは、国は地財法一〇条、農委法二条一項により筑後市が本件経費に支
出した額全額について負担する業務があるのであり、適正化法の交付決定をまつま
でもなく確定化した義務であるとの見解を前提として、国が実支出額の一割程度の
負担金を交付して筑後市に超過負担を発生させていることが違法であると主張する
が、適正化法六条の交付決定を経てはじめて筑後市は国に対して具体的な補助金
（負担金）の交付請求権を取得するものであるから、控訴人らの右主張はその前提
を欠くものというべきである。従つて、控訴人ら主張の超過負担についての各違法
原因も亦いずれもその前提を欠くもので失当である。
６　その余の控訴人らの主張は争う。
証拠関係（省略）
○　理由
一　被控訴人筑後市長に対する請求について
１　控訴人らがいずれも福岡県筑後市の住民であること、筑後市は、農業委員会の
委員及び職員に要する経費（本件経費）につき昭和四九年度に二一一七万五四〇〇
円を支出したが、被控訴人筑後市長は、福岡県知事に対し右経費のうち二八三万六
〇〇〇円のみにつき補助金交付申請をなし、同金額を受領したが、残額一八三三万
九四〇〇円については補助金交付申請をしていないこと、及び控訴人らがその主張
のとおり監査請求を経たことは、当事者間に争いがない。
そして、被控訴人筑後市長が昭和四九年度分の補助金を受領した経過につき、右当
事者間に争いのない事実、いずれも成立に争いのない甲第三号証の一、二、第四、
五号証、原本の存在、成立に争いのない同第一八号証の二ないし四、第一九号証の
二ないし一二、成立に争いのない乙第一、二号証、丙第一、二号証、第三号証の
一、二、第四号証、当審証人Ａ、同Ｂの各証言に弁論の全趣旨を総合すると以下の
事実が認められ、これに反する証拠はない。
（一）　農委法二条一項によれば、国は毎年予算の範囲内において、農業委員会の
委員及び職員に要する経費（本件経費）を負担するものと規定されているが、その
負担の仕組みについての具体的な規定を置いていないので、農林大臣は実際にどの
ような形で国が負担するかは、所管行政庁の行政的裁量にゆだねられているものと
して、農業委員会等補助金交付要綱（昭和三八年四月一日付、三八農政Ａ第五六四
号、農林事務次官依命通達）を定めている。
右要綱によれば、本件経費は、毎年度の国の歳出予算において都道府県農業会議の
経費等と一括して〔目〕「農業委員会費補助金」に計上され、その交付手続につい
ては間接補助方式がとられ、国が直接市町村に交付するのではなく、都道府県を通
じて交付されることになつている。
農業委員会費補助金は、農林大臣の委任をうけた各地方農政局長（九州全県につい
ては九州農政局長）が国から各県への交付事務を処理し（昭和三八年五月一日農林
省告示第五五二号）、各県への交付額を決定する。そして福岡県は各市町村への交
付額を決定し、その交付手続は福岡県農業委員会補助金交付規程（昭和四一年八月
二日付、福岡県告示第六一一号）によつてなされている。



（二）　本件で問題となつている筑後市の昭和四九年度分本件経費も右のような手
続によつて、交付されたものである。
すなわち、国の昭和四九年度予算において、本件経費は〔目〕「農業委員会費補助
金」に計上され、うち本件経費の総額は、六二億五三二一万九〇〇〇円であつた
が、福岡県知事は、九州農政局長に対し、昭和四九年八月一四日付をもつて補助金
一億六一八九万六〇〇〇円の交付申請をなし、同局長は同月二八日、右同額の交付
を決定し、また福岡県知事は、昭和五〇年二月一三日付をもつて右補助金につき三
四〇四万五〇〇〇円の追加交付の申請をなし、同局長は、同年三月六日右交付決定
額を一億九五九四万一〇〇〇円に変更し、右金員を福岡県に交付しだ（なお右金員
のうち本件経費の補助に係る額は一億六五七八万五〇〇〇円である。）。
一方福岡県知事は、前記規程に基づき被控訴人筑後市長に対し筑後市の昭和四九年
度農業委員会経費中、国が負担する経費の限度額として三二〇万六〇〇〇円（その
うち本件経費に係る額は、二八三万六〇〇〇円である。）を内示したので、同被控
訴人は、右内示額をもつて筑後市が交付を受けうる限度額と考え、同額につき昭和
五〇年二月二〇日付で交付申請をなし、福岡県知事は、同年三月二七日右同金額の
交付決定をなし、右金貝を筑後市に交付した。
２　しかして、前記総額六二億五三二一万九〇〇〇円の算定過程は、別紙のとおり
であり、九州農政局長は、管下各県に対して、委員手当については、その額の五分
の一は農業委員会数を、残り五分の四は農業委員数を、職員設置費については、そ
の額の五分の一は農業委員会数を、残り五分の四は事務分量（耕地面積、農家戸
数、事務処理件数による。）を勘案して交付し、福岡県に対しては前記一億六五七
八万五〇〇〇円が交付された。
更に、福岡県は、県下各市町村（九七市町村（一〇五農業委員会））に対して、原
則として委員手当については、その額の五分の一は均等割り、残り五分の四は農業
委員数を、職員設置費については、その額の五分の一は均等割り、残り五分の四は
事務分量（耕地面積、農家戸数、事務処理件数による。）を勘案して交付した。筑
後市に対する前記二八三万六〇〇〇円は開市農業委員会の委員数二六人、所轄の耕
地面積二五三〇ヘクタール及び農家戸数三三〇〇戸、事務処理件数六四二件に基づ
いて算定されたものである。
３　ところで、控訴人らは、被控訴人筑後市長において、本件経費のうち二八三万
六〇〇〇円についてのみ補助金の交付を申請し、残額一八三三万九四〇〇円につい
て補助金の交付請求又は不当利得返還請求ないし損害賠償請求などの何らの措置を
とらなかつたことが、地方自治法二四二条一項所定の「違法に財産の管理を怠る事
実」にあたる旨主張する。
そこで、本件補助金の関係法規をみるに、地財法一〇条の一二号は、農業委員会に
要する経費の全部又は一部を国が負担すべきものとし、同法一一条は右経費の種
目、算定基準及び国と地方公共団体との負担割合は、法律又は政令で定めなければ
ならないとしているが、農委法二条一項は、農業委員会の委員及び職員に要する経
費につき「国は毎年度予算の範囲内において・・・・負担する。」旨定めているの
みであつて、他に国と地方公共団体との負担割合、算定基準を定めた規定は見当ら
ない。
控訴人らは、負担割合、算定基準を定めた法令がない以上、国は地方財政の自主的
かつ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自主性をそこない、又は地
方公共団体に負担を転嫁するような施策を行なつてはならないとする地財法二条の
趣旨からして、同法一〇条、一一条、農委法二条一項の規定自体から、地方公共団
体は農業委員会の委員及び職員に要した経費については、その実支出額全額につ
き、国に対して負担金の交付請求権を有するものであり、適正化法所定の交付決定
を経由する必要はない旨主張する。なるほど、地財法一〇条により、その全部又は
一部は国の負担と定められた本件経費については、法令中にその負担割合、算定基
準の規定が欠けているからといつて、国は経費の負担義務を免れることは出来ない
のであつて、奨励的な意図に基づいて支出される国庫補助金とは区別されるけれど
も、国庫負担金交付の適正と公平をはかり、国庫予算の適正かつ効率的な執行を期
するうえにおいて、各市町村が支出した本件経費がなんらの査定を経ることなく、
地財法一〇条、農委法二条一項の規定自体からそのまま当然に国庫負担金として無
条件に国が各市町村に交付すると解することは相当ではなく、右負担金の交付につ
いても、法的規制を無視することはできない。殊に、農委法二条一項の規定のあり
方についての批判はあつても、本件経費については、同法条が「国は毎年度予算の
範囲内で・・・・負担する。」と規定していることば前叙のとおりである。



しかして、適正化法は国庫負担金を含む補助金の交付の不正な申請及びその不正な
使用を防止し、補助金等に係る予算の執行が適正に行われることを目的として制定
され、補助金等の交付に関する基本的事項を定めるとともに、各省各庁の長が所掌
の補助金等に係る予算を執行するに当り補助金等が公正かつ効率的に使用されるよ
うに努めるべき責務を明らかにし、補助金等に関しては他の法律等に特別の定めの
あるものを除くほか、すべて同法の定めるところによるべきものとしているが、同
法の趣旨、目的、その全体の構造からすると、一般に、国から補助事業者等に国庫
負担金を含む補助金等が交付されるについては、まず所管の各省庁の長による、交
付要件の存否のみならず、交付すべき補助金等の額及び交付するに付すべき条件等
についての審査、判断の経由を必要とするものであり、同法に定める交付申請に基
づき交付決定（同法六条）がなされて始めて具体的な負担金請求権が発生するもの
と解される。（東京高等裁判所昭和五五年七月二八日判決、判例時報九七二号三頁
参照）このように解すべきことは同法が、補助事業者等が交付決定の内容又はこれ
に付された条件に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取消すことができ
（同法一七条）右取消しがされた場合には、取消された部分につきすでに交付され
た補助金等について返還を命じなければならず（同法一八条一項）これを国税滞納
処分の例により徴収することができる（同法二一条）と規定し、更に、補助金等の
交付決定、その取消等補助金の交付に関する各省各庁の長の処分に対し不服のある
地方公共団体は、処分の通知を受けた日から三〇日以内に右各省各庁の長に対して
不服を申に出ることができ、（同法二五条一項）各省各庁の長の措置に不服のある
者は更に内閣に対して意見を申し出ることができる（同法二五条三項）と規定して
いることからも裏付けることができる。
ところで、農林大臣はその所管の本件経費に係る「農業委員会費補助金」について
支出負担行為や支払いをする権限を有し（農林省設置法四条一号及び二号）、右補
助金の交付に当つては適正化法に従つて行うものとされているところ、適正化法
は、国が補助金等をその交付の対象となる事務又は事業を行う者に直接交付する方
式以外の方式、すなわち、国が国以外の者に対し、右国以外の者が行う給付金の交
付に要する経費について補助金等を交付するいわゆる間接補助方式があることを前
提に所要の規定を置いているのであるから、適正化法、地財法、農委法等に本件経
費の補助方式につき具体的な定めがない以上、農林大臣が本件経費の負担につき間
接補助方式を採用すると否とはその行政裁量に委ねられているとみることができ
る。それ故、農林大臣が、前記農業委員会等補助金交付要綱を定め、本件経費の負
担につき適正化法のいわゆる間接補助方式を採用し経費の補助率等を定めたことを
もつて、控訴人ら主張のように違法ということはできない。
４　控訴人らは、地財法一〇条、農委法二条一項の規定の形式からすれば、国は、
本件経費全額につき補助金を出す趣旨に解釈すべきであると主張するが、地財法一
〇条一項は、地方公共団体が（１）「法令に基いて実施しなければならない事務」
であつて（２）「国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務」のうち（３）
「その円滑な運営を期するためには、なお国が進んで経費を負担する必要があるも
の」につき、その経費の全部又は一部を負担すると定め、前叙のように農委法二条
一項は「国は毎年度予算の範囲内において・・・・農業委員会の委員及び職員に要
する経費（本件経費）・・・・を負担する。」旨定めているのであつて、国が常に
農業委員会の実支出額全額を、それが法令事務（農委法六条一項の事務）として支
出を要するものか、任意事務（本来地方公共団体が独自の財源をもつて処置すべき
事務、同法六条二項三項）として支出を要するものかを問うことなく、負担すべき
ものとする趣旨に解することはできない。現に、農委法の右条項は昭和五一年法律
第六五号により「国は、政令で定めるところにより・・・・農業委員会の委員及び
職員に要する経費・・・・を負担する。」と改められ、これをうけた同法施行令一
条一項は、農委法二条一項の規定による国の負担は「各年度において、農業委員会
の委員の手当及び職員の給与につき農林水産大臣が、農業委員会の事務の内容及び
量を考慮にて定める基準により算定した額に相当する額」についてこれを行う旨定
めていることに徴しても、右改正前における農委法二条一項の規定は、本件経費に
ついて国の負担額は各年度の予算に応じ所管行政庁において、諸般の事情を考慮し
て具体的に決定しうべきことを定めたものと解するのが相当である。
５　次に、控訴人らは、農委法二条一項の規定を所管行政庁の自由裁量によつて補
助金額を定めることができる趣旨に解するとしても、それは合理的な範囲のもので
なければならないところ、地財法一〇条に列挙する各種事務が当該の法令により定
められている負担率に徴すれば、本件経費についての国の負担率が二分の一を下廻



るとき合理的裁量の域を出るものと主張する。
しかし、地財法一〇条一項に列挙されている各経費のうち控訴人らが本件経費の負
担割合との対照のため引合に主張している経費負担についての法令の定める国の負
担割合については、義務教育費国庫負担法二条が教職員給与費等につき「・・・・
その実支出額の二分の一を負担する。」と規定し、農業改良助長法二条が政府は
「農業改良研究員の設置につき都道府県の要する経費についてその三分の二」につ
き補助金又は委託金を交付すると規定し、家畜伝染病予防法六〇条二号三号が、国
は、都道府県知事又は家畜防疫員がこの法律を執行するために必要な費用のうち評
価人の手当及び旅費の全額、雇い入れた獣医師に対する手当の二分の一につき負担
する、と規定し、漁業法一一八条が国は漁業調整委員会に関する費用の全額を負担
する、と規定しているが、他の経費については、関係法令の規定をみれば明らかな
ごとく、法令あるいは所管行政庁の定める一定の基準に従つて算出された額に対す
る割合を示しているにとどまり、実支出額に対する割合を示しているものでないこ
とが明らかである。そして「国は、毎年度予算の範囲内において・・・・農業委員
会の委員及び職員に要する経費（本件経費）・・・・を負担する。」旨定めた農委
法二条一項の規定は、前記の「・・・・その実支出額の二分の一を負担する」と規
定した義務教育費国庫負担法二条とは明らかに異なつており、また、前記農業改良
助長法、家畜伝染病予防法、漁業法の法条の規定の形式とも異なつているから、筑
後市に交付された本件経費の負担額の、筑後市農業委員会の実支出額に対する割合
を、控訴人ら主張の右法令で定める負担割合と比較することは当を得ないというべ
きである。しかも、前叙のとおり、筑後市農業委員会の実支出額には、法令事務以
外の、国が本来負担すべきものではないところの農業委員会の経費が含まれている
のであるから、なおのことと言わねばならない。しかして、前掲乙第一、二号証、
前掲証人の各証言及び弁論の全趣旨によると、農業委員会等補助金交付要綱、福岡
県農業委員会等補助金交付規程とも、農業委員会の組織に要する経費につき一〇分
の一〇以内、農業委員会の業務に要する経費につき二分の一以内とする補助率を定
め、現実の運用においては、農業委員及び職員給与費のうち農林大臣が定める基準
により算出された農委法六条一項の法令事務に要する額の一〇分の一〇を国が負担
していることが認められるのであつて、この点に控訴人らが主張するように、所管
行政庁たる農林大臣がその委ねられた裁量の範囲を逸脱しているというを得ない。
むしろ問題は、農業委員会の事務のうち農林大臣が経費を負担すべき法令事務の割
合をどのように判定し、これに如何なる基準単位、基礎数量を乗じて補助額を算出
するかにあると認められるところ、弁論の全趣旨及び当審証人Ｃ、同Ａ、同Ｄの各
証言によれば、昭和四九年度の予算措置の段階で、本件経費につき国が用いた基準
は、委員手当関係では、補助対象人員を一農業委員会当り委員一五人、手当単価を
一回一人当り一三〇〇円で年一三回とし、職員設置費関係では補助対象職員を一農
業委員会当り一人、職員単位を一六一万四八二七円とした（但し、職員設置費関係
は本土分、なお、別紙記載の農業委員会数三三三六は三四〇五と認められる。）こ
とが認められ、手当単価職員単価等はいずれも低額のきらいがあり、また補助対象
職員数も、当審証人Ｂの証言に徴すれば、実態に則していないむきも窺えないでは
ないが、本件に窺われた全証拠によつても、未だ、被控訴人国が予算措置の段階で
用いた基準が、行政庁に委ねられた裁量の範囲を逸脱したものと認めることはでき
ない。ただ、農業委員会費補助金の場合、地財法が負担金の費目を挙げるだけで、
法令において算定基準と国庫負担率を明示しでいないので、前叙のように行政庁の
裁量に委ねられていると解さざるを得ないが、そのため国庫財政の事情や行政庁の
裁量如何によつて、補助対象の割合、基準単位、基準数量が左右され、地方財政の
基礎が不安定になり、その自律性が失われることは否めないのであるから、地財法
二条の趣旨にそつて国庫負担制度が合理的、客観的かつ安定的に実施されるため
に、行政当局の配慮が望まれることは言うまでもない。
６　次に、控訴人らは、被控訴人国は、本件経費の補助について自治省所管にかか
る地方交付税の算定の方法基準と同一程度の補助をなすべきであり、筑後市農業委
員会が支出した実額の三分の一を負担すべき旨主張するが、地方交付税の交付の仕
組は、本件経費の補助金交付の仕組とは前提を異にしているのであるから、到底採
用の限りではない。
７　そうであれば、被控訴人筑後市長としては、結局のとこら、国及び県の所管行
政庁により決定された額につき補助金（負担金）の交付を受けるほかはなく、その
交付の手続についても、前記のとおり諸規程が定められ、これに基づいて統一的に
処理がなされているのであるから、昭和四九年度の筑後市の本件経費につき前叙の



ような経緯で具体的な国の負担額が定められて被控訴人筑後市長に内示された以
上、同被控訴人が所定の手続に従い右内示された額について補助金交付申請をなし
たことに何ら違法の廉はなく、また、実支出額と負担金交付額の差額につき補助金
（負担金）交付請求をしないことをもつて同被控訴人が市長としての職責を違法に
怠つているものということはできない。
もつとも、控訴人らは、被控訴人国は不合理な負担金を内示し地方自治体をして被
控訴人国の不合理な内示に従うよう強要している点に違法があると主張しているけ
れども、前叙のとおり、本件経費に対する予算措置が一定の補助基準に基いて積算
されたものであるから、これを全国の自治体に計画的、能率的にかつ公平に適正配
分するには内示の方式を採る必要が生ずることは明らかであつて、その内示額が前
叙説示のとおり必ずしも不合理なものと断じ難い以上、内示に従わせるように行政
指導することが不当違法なものとすることはできない。そして、内示に従わない補
助金交付申請は事実上受理されないことから、直ちに被控訴人国が不合理な内示を
強要していると断ずるを得ない。
８　控訴人らは、被控訴人筑後市長が福岡県及び被控訴人国に対し不当利得返還請
求ないし損害賠償請求をしていないことも違法に財産の管理を怠るものであると主
張するが、前叙のとおり、筑後市は福岡県知事が福岡県農業委員会等補助金交付規
程に基づいてなした交付決定額の限度で本件経費の具体的請求権を取得しているに
とどまり、控訴人ら主張の如く実支出額全額につき交付請求権を取得している訳の
ものではないから、筑後市農業委員会の実支出額から右交付決定額を控除した残額
につき、筑後市が損害を被つていることにはならないというべきである。なお、控
訴人らは、被控訴人国が筑後市農業委員会の実支出額の一割程度の補助金を交付し
て筑後市に超過負担を発生させていることが違法であるとし、その違法原因を主張
するが、その主張する損害賠償請求の損害の内容は、筑後市農業委員会の実支出額
から筑後市が本件経費に対する補助金として交付を受けた金額を控除した残額の全
部ないし一部であるところ、前叙のとおり、筑後市は適正化法に基づく交付決定を
受けて始めて具体的請求権を取得するものであつて、筑後市農業委員会の実支出額
がそのまま国の負担となるものではないから、筑後市が前記の交付決定を受けた額
を超えた部分に損害の生ずる余地はないというべきである。従つて、控訴人らの主
張の違法原因につき、これまでに説示したほかに、立入つて判断する要はない。破
控訴人筑後市長が福岡県ないし被控訴人国に対し不当利得返還請求ないし損害賠償
請求をなしていないことをもつて違法とはいえない。
控訴人らは、更に、被控訴人筑後市長が福岡県及び国に対し、その他の何らかの措
置をとらないことをもつて、違法に財産の管理を怠るものである旨主張するが、と
るべき措置の内容を具体的に特定していない点で、右主張は失当である。
それ故、控訴人らの被控訴人筑後市長に対する怠る事実の違法確認の請求は失当と
いわざるを得ない。
二　被控訴人国に対する各請求について
控訴人らの右請求は、いずれも筑後市の住民である控訴人らが、筑後市に代位して
行う請求であることはその主張から明らかであるところ、被控訴人筑後市長に対す
る請求について説示したとおり、筑後市は被控訴人国に対して本件補助金交付請求
権、不当利得返還請求及び損害賠償請求権のいずれをも有するものではないから、
控訴人らが筑後市に代位して行う右各請求はいずれも失当たるを免れない。
三　よつて、控訴人らの本訴請求を棄却した原判決は相当であつて、本件各控訴は
理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八
九条を適用して主文のとおり判決する。
（裁判官　西岡徳壽　岡野重信　松島茂敏）
別紙（省略）


